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は
じ
め
に

　

幕
末
の
文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
三
月
二
十
二
日
、
光
格
天
皇
が
皇
太
子
（
仁
孝
天
皇
）
に
位
を
譲
っ
て
以
来
、
二
〇
二
年
ぶ
り

に
実
施
さ
れ
る
譲
位
を
前
に
、
今
回
の
公
開
講
座
で
い
た
だ
い
た
テ
ー
マ
は
「『
天
皇
譲
位
』
の
時
代
─
院
政
期
の
政
治
と
文
化
─
」

で
あ
る
。
本
稿
で
は
、「
朝
覲
行
幸
」
と
い
う
年
頭
儀
礼
を
取
り
上
げ
て
、
平
安
時
代
の
太
上
天
皇
（
上
皇
）
と
天
皇
と
の
関
係
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

朝
覲
行
幸
と
は
、
天
皇
が
元
天
皇
で
あ
っ
た
─
多
く
は
父
親
や
祖
父
で
あ
る
─
太
上
天
皇
の
御
所
を
年
始
に
訪
ね
て
、
太
上
天
皇
お

よ
び
天
皇
の
母
親
で
あ
る
皇
太
后
な
ど
に
挨
拶
す
る
儀
礼
で
あ
る
。
天
皇
が
鳳
輦
と
い
う
輿
に
乗
っ
て
院
御
所
に
行
幸
し
、
中
門
の
外

で
鳳
輦
を
降
り
、
徒
歩
で
御
所
に
向
い
、
御
所
の
正
殿
で
太
上
天
皇
と
母
后
に
「
拝
舞
」
を
行
い
、
そ
の
後
、
宴
や
贈
物
、
舞
楽
や
管

宗
教
・
文
化
研
究
所
公
開
講
座
講
演
録
要
旨

朝
覲
行
幸
に
み
る
天
皇
と
儀
礼

佐

古

愛

己
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絃
を
楽
し
み
、
最
後
に
群
臣
に
禄
を
賜
っ
て
内
裏
に
還
御
す
る
と
い
う
儀
式
次
第
で
あ
っ
た
。

　

平
安
時
代
後
期
の
貴
族
の
日
記
に
よ
る
と
、「
朝
覲
行
幸
と
は
饗
宴
で
は
な
く
、
至
孝
の
礼
を
示
す
儀
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
こ
と
を
示
す
の
が
拝
舞
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
で
は
、「
拝
舞
」
と
は
如
何
な
る
も
の
な
の
か
、
ま
た
朝
覲
行
幸
が
始
ま
っ
た
歴

史
的
背
景
は
何
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
講
演
で
は
朝
覲
行
幸
の
成
立
期
か
ら
鎌
倉
期
ま
で
を
取
り
上
げ
た
が
、
本

稿
で
は
紙
幅
の
関
係
上
、
史
料
や
論
証
は
大
幅
に
省
略
し
、
主
と
し
て
成
立
期
の
問
題
の
み
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。
当
日
の
レ

ジ
ュ
メ
や
別
稿
（
拙
稿
「
院
政
・
鎌
倉
期
に
お
け
る
朝
覲
行
幸
の
特
質
と
意
義
─
拝
舞
・
勧
賞
・
行
啓
の
分
析
か
ら
─
」
元
木
泰
雄
編

『
日
本
中
世
の
政
治
と
制
度
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
〇
年
度
刊
行
予
定
）
を
併
せ
て
参
照
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
あ
る
。

一　

中
国
・
日
本
に
お
け
る
朝
覲
・
拝
舞
（
舞
踏
）
と
い
う
語
義

　
「
朝
覲
」
と
い
う
言
葉
は
『
周
礼
』『
漢
書
』『
礼
記
』
な
ど
の
書
物
に
見
ら
れ
る
通
り
、
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
。「
春
見
曰
レ

朝
、（
中

略
）
秋
見
曰
レ

覲
」（『
周
礼
』）
と
み
え
、
臣
下
が
天
子
に
拝
謁
す
る
場
合
に
限
っ
て
使
用
さ
れ
る
語
で
、
臣
下
の
礼
を
取
る
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
ま
た
、
中
国
で
は
皇
帝
を
辞
め
た
人
を
太
上
皇
帝
と
い
う
が
、
皇
帝
が
太
上
皇
帝
に
拝
謁
す
る
場
合
に
は
使
用
さ
れ
な
い
。

「
朝
覲
礼
、
如
二

元
会
儀
礼
一

」
と
あ
る
よ
う
に
、
中
国
の
皇
帝
が
「
元
会
儀
礼
」
つ
ま
り
正
月
の
朝
賀
儀
で
君
臣
か
ら
受
け
る
礼
と
し

て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
朝
覲
行
幸
の
中
で
行
わ
れ
る
作
法
「
拝
舞
」
は
「
舞
踏
」
と
も
い
い
、
渡
辺
信
一
郎
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
中
国
唐
代
で
は

元
会
儀
礼
の
中
で
最
も
重
要
な
二
つ
の
儀
礼
、
す
な
わ
ち
朝
賀
と
会
儀
を
締
め
く
く
る
所
作
と
し
て
行
わ
れ
た
り
、
任
官
・
朝
見
等
の

際
に
官
僚
が
皇
帝
に
対
し
て
行
っ
た
と
い
う
。「
手
の
舞
い
、
足
の
踏
む
を
知
ら
ず
と
は
歓
び
の
至
り
な
り
」
と
あ
り
、
皇
帝
の
恩
愛
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に
対
す
る
無
上
の
歓
喜
を
表
す
と
同
時
に
、
皇
帝
に
対
す
る
臣
従
を
表
現
す
る
身
体
儀
礼
だ
っ
た
。

　

日
本
古
代
の
史
書
に
お
い
て
朝
覲
と
い
う
語
は
、
概
ね
外
交
と
叙
任
と
の
二
つ
の
場
面
で
み
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
前
者
で
は
当

時
の
政
府
が
日
本
の
方
が
上
位
だ
と
認
識
（
蕃
国
視
）
し
て
い
た
新
羅
と
渤
海
宛
に
発
給
し
た
国
書
の
中
に
、「
朝
覲
」
と
い
う
言
葉

が
み
え
、
後
者
で
は
天
皇
が
位
や
官
職
あ
る
い
は
禄
な
ど
を
臣
下
に
賜
っ
た
際
、
臣
下
が
天
皇
に
対
し
て
行
う
礼
と
し
て
、「
拝
舞
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
通
り
、
中
国
で
は
、
朝
覲
、
舞
踏
と
も
に
皇
帝
と
臣
下
と
の
君
臣
関
係
、
臣
従
儀
礼
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
語
で
あ
り
、
日

本
に
お
い
て
も
、
本
来
は
同
様
に
臣
下
が
天
皇
に
行
う
最
高
の
礼
、
あ
る
い
は
、
日
本
が
主
で
、
従
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
渤
海
や

新
羅
と
い
っ
た
蕃
国
と
の
関
係
の
中
で
使
用
す
る
語
で
あ
っ
た
。
総
じ
て
日
中
と
も
に
君
臣
関
係
や
そ
れ
に
類
似
す
る
臣
従
関
係
に
あ

る
場
合
に
使
用
さ
れ
る
語
だ
っ
た
と
い
え
る
。

二　

先
行
研
究
に
お
け
る
朝
覲
行
幸
の
評
価
と
本
報
告
の
課
題

　

本
来
、
臣
従
儀
礼
を
示
す
朝
覲
・
拝
舞
を
天
皇
の
行
為
と
し
て
表
現
す
る
「
朝
覲
行
幸
」
は
非
常
に
不
可
解
な
言
葉
で
あ
る
。
こ
の

行
幸
に
関
し
て
は
、
目
崎
徳
衛
氏
を
は
じ
め
い
く
つ
か
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
目
崎
氏
は
、「
朝
覲
行
幸
の
理
念
は
、
父
子
間
の

道
徳
意
識
に
基
づ
く
。こ
の
新
し
い
行
事
の
成
立
は
、天
皇
の
国
政
的
権
威
が
太
上
天
皇
の
家
父
長
的
権
威
よ
り
下
に
置
か
れ
る
に
至
っ

た
変
化
を
象
徴
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
の
研
究
も
家
父
長
的
父
母
子
秩
序
の
儀
礼
と
か
、
天
皇
家
に
お
け
る
家
父
長
的

秩
序
を
明
確
化
す
る
儀
礼
、「
家
人
の
礼
」
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
長
谷
部
寿
彦
氏
は
、「
正
月
朝
覲
行
幸
と
は
儒
教
思
想
、

な
か
で
も
孝
思
想
を
前
提
と
し
た
年
中
行
事
」
で
、
承
和
元
年
に
成
立
し
た
と
い
い
、
承
和
元
年
（
八
三
四
）
正
月
に
仁
明
天
皇
が
嵯
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峨
太
上
天
皇
や
淳
和
太
上
天
皇
に
朝
覲
を
行
っ
た
時
を
成
立
年
と
し
て
重
要
視
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
研
究
に
対
し
て
、
金
子
修
一
氏
は
、
嵯
峨
天
皇
が
書
札
の
中
で
平
城
太
上
天
皇
に
対
し
て
、
自
ら
を
「
臣
」
と
表
現
し
て

い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
う
し
た
儀
礼
は
総
合
し
て
「
家
人
の
礼
」
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
、「
君
臣
の
礼
」
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
と
疑
問
を
呈
さ
れ
、
鈴
木
景
二
氏
は
、
朝
覲
行
幸
は
天
皇
と
太
上
天
皇
の
政
治
的
緊
張
を
回
避
し
て
、
王
権
の
一
体
性
維
持
を
目
指

す
意
義
が
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
孝
や
礼
、
家
父
長
的
秩
序
を
表
す
儀
礼
の
み
な
ら
ず
、
政
治
的
な
意
義
も
追
求
す
る

必
要
性
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

天
皇
と
太
上
天
皇
と
の
間
に
現
実
的
に
君
臣
関
係
が
あ
る
と
は
想
定
し
難
い
が
、
中
国
や
日
本
の
用
例
に
お
い
て
君
臣
関
係
の
み
で

使
用
さ
れ
る
朝
覲
と
い
う
語
、
あ
る
い
は
拝
舞
と
い
う
行
為
を
、
唐
の
文
物
の
受
容
に
積
極
的
で
中
国
の
事
情
に
特
に
詳
し
い
と
考
え

ら
れ
る
嵯
峨
が
採
用
し
た
理
由
を
今
少
し
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
朝
覲
は
天
皇
と
太
上
天
皇
や
皇

太
后
、
つ
ま
り
父
母
子
関
係
で
実
施
さ
れ
る
例
が
多
い
も
の
の
、
平
安
前
期
の
皇
位
継
承
は
必
ず
し
も
父
子
で
は
な
く
、
兄
弟
間
の
継

承
の
場
合
も
あ
り
、
非
父
子
間
で
も
朝
覲
は
行
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
朝
覲
を
家
父
長
的
な
秩
序
を
明
確
に
す
る
儀
礼
と
の
み

位
置
付
け
る
こ
と
は
果
た
し
て
妥
当
な
の
か
疑
問
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

以
上
の
点
に
鑑
み
て
、
本
報
告
で
は
二
つ
の
問
題
点
を
取
り
上
げ
た
。
一
つ
は
、
朝
覲
行
幸
の
初
例
の
検
討
で
あ
る
。
先
行
研
究
の

多
く
は
、仁
明
天
皇
が
嵯
峨
太
上
天
皇
等
に
行
っ
た
承
和
元
年
正
月
を
重
視
す
る
が
、『
類
聚
国
史
』
巻
二
十
八
「
天
皇
朝
覲
太
上
天
皇
」

の
記
載
に
随
い
、
大
同
四
年
（
八
〇
九
）
八
月
三
十
日
に
、
嵯
峨
天
皇
が
兄
で
あ
る
平
城
太
上
天
皇
の
も
と
に
朝
覲
し
た
の
を
嚆
矢
と

し
て
そ
の
成
立
事
情
を
検
討
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
考
え
る
。
も
う
一
つ
は
、
成
立
か
ら
鎌
倉
期
ま
で
見
通
し
た
儀
式
内
容
の
変
化
と

そ
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
朝
覲
行
幸
研
究
は
礼
や
孝
、
家
父
長
的
秩
序
の
問
題
に
主
眼
が
置
か
れ
、
平
安
前
期
ま
た

は
院
政
期
と
対
象
時
期
も
限
定
的
で
あ
り
、
時
代
の
推
移
と
と
も
に
儀
式
自
体
が
如
何
に
変
化
し
、
そ
の
こ
と
が
朝
覲
行
幸
の
政
治
的
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な
意
義
と
ど
う
関
係
し
て
い
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
の
検
討
が
十
分
に
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
本
稿
で
は
紙
数
の
関
係
上
、
主
と

し
て
前
者
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

三　

大
同
四
年
八
月
の
朝
覲
行
幸

　

前
掲
『
類
聚
国
史
』
巻
二
十
八
「
天
皇
朝
覲
太
上
天
皇
」
と
い
う
項
に
朝
覲
事
例
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
最
初
の
記
述
を
見
る

と
、「
嵯
峨
天
皇
大
同
四
年
八
月
癸
卯
、
帝
朝
二

于
太
上
皇
后
（
天
皇
ヵ
）一
」
と
あ
り
、『
日
本
紀
略
』
同
日
条
に
も
み
え
る
。
漢
学
の

才
に
秀
で
た
菅
原
道
真
編
纂
の
『
類
聚
国
史
』
が
、
大
同
四
年
を
「
朝
覲
の
嚆
矢
」
と
位
置
付
け
て
い
る
点
は
注
視
す
べ
き
と
考
え
る
。

つ
ま
り
、
朝
覲
と
い
う
言
葉
が
中
国
や
日
本
に
お
い
て
、
君
臣
関
係
や
そ
れ
に
準
じ
る
臣
従
関
係
で
み
ら
れ
る
行
為
に
使
用
さ
れ
る
こ

と
を
熟
知
し
た
上
で
、
嵯
峨
の
平
城
へ
の
行
幸
を
朝
覲
の
初
例
と
位
置
付
け
て
い
る
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
承
和

元
年
以
降
の
例
を
重
視
し
、
家
父
長
的
秩
序
を
表
す
儀
礼
と
す
る
先
行
研
究
の
評
価
に
終
始
せ
ず
、
最
初
に
行
わ
れ
た
大
同
四
年
の
例

を
具
体
的
に
検
討
し
て
、
朝
覲
行
幸
の
本
来
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

　
『
類
聚
国
史
』
に
よ
る
と
、
大
同
四
年
の
朝
覲
の
際
、
右
大
臣
藤
原
内
麻
呂
が
奉
献
し
、
終
日
和
や
か
な
宴
飲
が
行
わ
れ
た
と
い
う
。

さ
ら
に
前
後
の
時
期
の
政
治
的
動
向
を
取
り
上
げ
る
と
、
大
同
二
年
十
月
、
桓
武
天
皇
第
二
皇
子
伊
予
親
王
に
謀
反
の
企
て
が
あ
る
と

の
嫌
疑
が
か
け
ら
れ
、
翌
月
親
王
と
母
藤
原
吉
子
が
大
和
国
川
原
寺
に
幽
閉
さ
れ
服
毒
自
殺
し
た
。
こ
の
事
件
は
、
平
城
天
皇
及
び
そ

の
側
近
の
対
立
者
を
朝
廷
か
ら
排
除
し
て
、
皇
太
弟
神
野
親
王
（
の
ち
嵯
峨
天
皇
）
の
勢
力
を
抑
え
る
た
め
に
起
こ
さ
れ
た
陰
謀
事
件

で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
嵯
峨
が
即
位
し
た
の
が
同
四
年
四
月
、
そ
の
四
カ
月
後
に
行
わ
れ
た
の
が
こ
の
朝
覲
で
あ
る
。
さ
ら
に

翌
月
に
は
、
皇
太
子
高
岳
親
王
が
父
平
城
に
奉
献
し
て
い
る
。
そ
し
て
翌
年
九
月
、
平
城
太
上
天
皇
が
平
城
京
へ
の
還
都
命
令
を
出
し
、



32

「
二
所
朝
廷
」
の
状
態
と
な
り
、「
遷
都
の
事
に
縁
り
、
人
心
騒
動
」
さ
せ
た
こ
と
に
対
し
、
嵯
峨
は
即
座
に
坂
上
田
村
麻
呂
以
下
の
兵

を
派
遣
し
て
太
上
天
皇
方
を
制
圧
、
平
城
は
捕
え
ら
れ
出
家
し
た
。
乱
の
首
謀
者
と
さ
れ
た
藤
原
薬
子
は
服
毒
自
殺
、
そ
の
兄
仲
成
は

射
殺
さ
れ
、
皇
太
子
で
あ
っ
た
平
城
の
皇
子
高
岳
親
王
は
廃
太
子
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
薬
子
の
変
（
平
城
太
上
天
皇
の
乱
）」
が
お

き
て
い
る
。

　

奈
良
時
代
か
ら
平
安
初
期
に
か
け
て
、
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
事
件
が
頻
発
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
、
皇
位
の
嫡
系
相
承
は
確
立
し
て

お
ら
ず
、
天
皇
と
太
上
天
皇
と
の
不
和
が
戦
乱
に
至
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
っ
た
。
か
か
る
情
勢
の
中
で
、
未
だ
執
政
に
執
着
す
る
若

き
太
上
天
皇
と
、
平
城
の
政
策
か
ら
の
転
換
を
図
ろ
う
と
す
る
嵯
峨
天
皇
や
側
近
官
僚
た
ち
と
の
間
に
生
ず
る
で
あ
ろ
う
対
立
を
回
避

も
し
く
は
緩
和
し
、
天
皇
と
太
上
天
皇
が
親
和
的
協
調
関
係
に
あ
る
と
演
出
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
あ
え
て
臣
下
が
天
子
に
取
る
朝

覲
の
礼
や
拝
舞
と
い
う
行
為
を
行
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

筧
敏
生
氏
や
春
名
宏
昭
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
日
本
令
で
は
天
皇
と
太
上
天
皇
と
の
別
を
示
す
規
定
は
な
く
、
両
者
の
差
異
は
不
分

明
で
あ
っ
た
。
八
世
紀
か
ら
続
く
太
上
天
皇
と
天
皇
と
の
立
場
が
曖
昧
な
関
係
を
解
消
し
て
、
新
し
い
太
上
天
皇
制
の
構
築
を
目
指
す

の
が
嵯
峨
の
重
要
な
政
治
課
題
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
嵯
峨
天
皇
は
自
身
が
譲
位
す
る
際
、
従
来
と
は
異
な
り
、
新
天
皇
に

よ
っ
て
太
上
天
皇
と
い
う
称
号
を
受
け
る
手
続
き
を
踏
む
と
と
も
に
、
内
裏
（
紫
極
）
か
ら
退
去
す
る
と
い
う
新
し
い
行
動
を
と
っ
た
。

天
皇
の
位
を
退
く
と
自
動
的
に
太
上
天
皇
に
な
る
自
律
的
な
存
在
か
ら
、
新
し
い
天
皇
に
よ
っ
て
太
上
天
皇
号
を
受
け
る
手
続
き
を
経

る
こ
と
で
、
太
上
天
皇
を
他
律
的
な
存
在
へ
と
変
化
さ
せ
る
意
図
が
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
太
上
天
皇
の
内
裏
か
ら
の
退
去
は
、
内

裏
が
天
皇
の
占
有
空
間
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
太
上
天
皇
を
政
務
処
理
の
場
か
ら
制
度
的
に
排
除
す
る
意
義
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
嵯
峨
は
二
所
朝
廷
を
克
服
し
て
、
八
世
紀
的
な
天
皇
と
太
上
天
皇
と
の
関
係
を
解
消
し
、
唯
一
至
高
の
天
皇
の
地
位

を
確
立
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
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四　

天
長
・
承
和
の
朝
覲
行
幸

　

二
例
目
と
な
る
朝
覲
行
幸
が
行
わ
れ
た
の
は
、
嵯
峨
・
淳
和
の
次
に
即
位
し
た
仁
明
天
皇
に
よ
る
父
母
・
嵯
峨
太
上
天
皇
と
そ
の
妻
・

太
皇
太
后
橘
嘉
智
子
に
拝
覲
し
た
天
長
十
年
（
八
三
三
）
で
あ
る
。
そ
の
翌
年
承
和
元
年
正
月
二
日
に
は
譲
位
し
た
ば
か
り
の
叔
父
淳

和
太
上
天
皇
、
四
日
に
嵯
峨
と
嘉
智
子
へ
朝
覲
を
実
施
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
承
和
元
年
正
月
二
日
に
着
目
す
る
と
、「
天
皇
朝-

二

覲
後
太
上
天
皇
於
淳
和
院
一。
太
上
天
皇
逢
迎
。
各
於
二

中
庭
一

拜
舞
。
乃
共

昇
レ

殿
」（『
続
日
本
後
紀
』）
と
あ
り
、
淳
和
院
の
中
庭
に
お
い
て
仁
明
天
皇
と
叔
父
淳
和
太
上
天
皇
は
、
お
互
い
に
拝
舞
し
た
こ
と
が

わ
か
る
。
一
方
、
四
日
に
は
天
皇
が
両
親
に
対
し
て
朝
覲
す
る
が
、
こ
れ
に
先
ん
じ
て
嵯
峨
太
上
天
皇
が
淳
和
院
へ
赴
き
、
淳
和
に
対

し
て
賀
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
拝
舞
が
行
わ
れ
た
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
お
そ
ら
く
は
挨
拶
程
度
と
推
察
さ
れ
る
が
、

わ
ざ
わ
ざ
嵯
峨
が
出
向
い
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
天
皇
と
複
数
の
太
上
天
皇
が
存
在
す
る
場
合
に
、
頂
点
を
敢
え
て
明
確
に
し

な
い
行
為
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、「
知
レ

世
院
国
母
之
外
不
二

舞
踏
一

」（『
後
三
条
相
国
抄
』「
舞
踏
事
」）
と
し
て
家
長
で
あ
る

本
院
と
国
母
の
み
に
天
皇
の
拝
舞
の
対
象
を
限
定
し
た
白
河
院
政
期
以
降
と
比
較
す
る
と
非
常
に
興
味
深
い
点
で
あ
る
。

　

た
だ
こ
れ
以
降
、
ほ
ぼ
毎
年
の
恒
例
行
事
と
し
て
仁
明
天
皇
が
朝
覲
し
た
の
は
両
親
た
る
嵯
峨
と
嘉
智
子
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ

ば
、
朝
覲
行
幸
が
天
皇
に
よ
る
父
母
子
の
礼
の
実
践
あ
る
い
は
儒
教
思
想
、
な
か
で
も
孝
思
想
を
前
提
と
し
た
年
中
行
事
と
す
る
先
行

研
究
の
評
価
は
首
肯
さ
れ
る
。
で
は
な
ぜ
こ
の
時
期
に
朝
覲
や
拝
舞
が
必
要
と
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
を
考
え
る
前
に
、朝
覲
の
意
義
を
考
え
る
上
で
も
う
一
つ
注
目
し
た
い
儀
礼
が
あ
る
。当
該
期
に
行
わ
れ
て
い
る
皇
太
子
や（
内
）

親
王
に
よ
る
天
皇
へ
の
朝
覲
で
あ
る
。
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五　

皇
太
子
・（
内
）
親
王
に
よ
る
朝
覲

　

服
藤
早
苗
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
親
王
宣
下
を
受
け
た
天
皇
の
子
供
は
、
七
歳
に
な
る
と
父
天
皇
と
の
対
面
儀
式
を
行
っ
て
い
た
。

今
回
、
天
皇
へ
の
朝
覲
事
例
を
調
査
し
た
結
果
（［
表
一
］
参
照
）、
皇
太
子
や
（
内
）
親
王
が
、
父
子
関
係
に
な
い
（
す
な
わ
ち
叔
父
・

従
兄
弟
・
兄
等
に
あ
た
る
）
天
皇
に
も
拝
覲
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
朝
覲
は
父
母
子
の
礼
の
実
践
以
外
に
も
意

義
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

親
王
宣
下
を
受
け
た
皇
子
女
の
み
が
天
皇
へ
拝
覲
を
行
っ
て
い
る
事
実
に
着
目
す
る
と
、
皇
位
継
承
の
有
資
格
者
、
皇
位
と
の
近
さ

が
、
朝
覲
の
実
施
に
関
係
し
て
い
る
と
見
做
し
得
よ
う
。
如
上
の
朝
覲
が
は
じ
ま
っ
た
時
期
は
、
従
来
、
令
の
規
定
で
は
宣
下
を
必
要

と
し
な
か
っ
た
親
王
・
内
親
王
が
、
嵯
峨
天
皇
の
皇
子
女
以
降
、
宣
下
を
要
す
る
こ
と
が
慣
例
化
さ
れ
、
親
王
た
る
べ
き
皇
子
女
が
特

定
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。

　

ま
た
皇
太
子
や
親
王
に
関
わ
る
点
と
し
て
興
味
深
い
の
は
、
薬
子
の
変
以
降
も
皇
位
継
承
に
関
わ
る
政
変
に
巻
き
込
ま
れ
て
そ
の
地

位
を
剝
奪
さ
れ
た
（
さ
れ
得
る
）
事
件
（［
表
二
］
参
照
）
が
た
び
た
び
発
生
し
て
お
り
、
彼
ら
は
常
に
陰
謀
に
巻
き
込
ま
れ
る
恐
れ

が
あ
っ
た
こ
と
が
容
易
に
推
察
さ
れ
る
。

　

か
よ
う
な
政
治
的
背
景
を
考
慮
す
る
と
、
日
本
に
お
け
る
天
皇
の
礼
の
受
容
や
孝
敬
の
礼
の
実
施
と
い
う
意
義
の
み
に
留
ま
ら
な
い
、

政
治
的
意
義
も
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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［表 1］　皇太子・親王による朝覲事例

No 拝舞を行った人物 拝舞の対象 年月日 備考

①
正良親王（皇太子・
嵯峨第二皇子・の
ち仁明）

叔父・淳和天皇
弘仁14年（823）
4 月21日

『日本紀略』「皇太子始着黄丹服。
帯剣参入内裏、再拝舞踏」

②
正子内親王（嵯峨
皇女・淳和皇后）

父・嵯峨太上天皇、
母・太皇太后橘嘉智
子

天長 2年（825）
正月 4日
同 7・ 8年にも
参覲

『日本紀略』「掖庭公主参覲冷然
院」

③

恒貞親王（皇太子・
淳和第二皇子）※
承和の変により廃
太子

従兄弟・仁明天皇、
祖父・嵯峨太上天皇、
父・淳和太上天皇

天長10年（833）
3 月18日

『続日本後紀』「天皇御紫宸殿。
皇太子始朝覲。拜舞昇殿（中略）
勅賜御衣。受之拜舞。早退。以
當日須拜謁兩太上天皇也。于時
皇太子春秋九齢矣。而其容儀礼
数（敬カ）如老成人」

④
田邑親王（通康・
皇太子・仁明第一
皇子・のち文徳）

父・仁明天皇

天長10年（833）
7 月10日
承和11年（844）
正月 9日
同13年（846）
4 月 1 日
嘉祥 2年（849）
11月25日

『続日本後紀』「第一親王〈田邑〉
朝覲。于時春秋纔是七歳」、「皇
太子入覲於清凉殿。拜舞」、「天
皇御紫震殿。皇太子入覲」、「皇
太子入覲。於清凉殿）

⑤
忠良親王（嵯峨第
四皇子）

兄・仁明天皇
承和元年（834）
2 月26日

『続日本後紀』「忠良親王朝覲拜
舞。以新冠也。天皇御紫宸殿」

⑥
宗康親王（仁明第
二皇子）

父・仁明天皇
承和元年（834）
8 月 7 日

『続日本後紀』「宗康親王始謁覲
焉。于時春秋七歳也」

⑦
惟仁親王（皇太子・
文徳第四皇子・の
ち清和）

父・文徳天皇
斉衡元年（854）
8 月14日

『文徳実録』「皇太子始謁覲」
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［表 2］　皇太子・親王に関わる事件（廃太子）等（薬子の変以降）

①
高岳親王（皇太子：平城
第三皇子）

薬子の変の連座により廃太子。出家し、のち渡唐。羅越国（マレー
半島南端ヵ）において死去。

②
恒世親王（皇太子：淳和
第一皇子）

弘仁14年（823）淳和の即位に伴い東宮に立てられるも固辞。正
良親王（仁明・嵯峨皇子）が立太子。

③
恒貞親王（皇太子：淳和
第二皇子）

承和の変（842）により廃太子、出家。恒貞親王伝「辞意懇切。
至于二至于三。天子不許。嵯峨太上天皇深以慰喩。兼加教督。於
是対東宮大夫文室秋津、亮藤原貞守等歎云、孤屢輸青蒲之款、未
降蒼昊之恩、諸君奈孤身何。語竟涕泣」→権力闘争に巻き込まれ
る事を憂慮し度々皇太子辞退を申し入れたが、嵯峨上皇や仁明天
皇に慰留。恒貞は危機感を有していたか。

④ 阿保親王（平城第一皇子）

弘仁元年（810） 9 月、薬子の変に連坐して大宰権帥に左遷され、
天長元年（824）父平城上皇の崩後、嵯峨上皇の勅によって入京
を許された。承和 9 年（842） 7 月10日、春宮坊帯刀伴健岑より
謀反に誘われ、書を太皇太后橘嘉智子に送って密告した（承和の
変の発端）。以後朝廷に出仕せず、同年10月22日急死（51歳）。密
告の功によって一品を追贈される。

⑤ 惟喬親王（文徳第一皇子）

母は従四位下紀名虎女、更衣静子。貞観14年（872） 7 月藤原良
房薨去の直前、病気を理由に出家し、山城国愛宕郡小野に隠棲。
嘉祥 3 年（850）11月、生後九か月の弟惟仁親王（清和）が三兄
を越えて皇太子となる。文徳天皇も晩年、惟仁を辞譲させて惟喬
を立てようとし、左大臣源信によって諫止されたと伝えられる。

⑥ 淳和天皇

淳和天皇の詔（『日本後紀』天長元年（824）3月 8 日条）皇太后（母
藤原旅子、前年に贈皇太后）の忌日に近い五月節実施をめぐって
出された詔（「夫□絶窺覦、理資武備、防閑奸宄、実属戎昭」）＝
淳和：母の忌日の翌日に節会をするのは心苦しい…しかし、皇位
を狙う悪だくみを絶つのは、理として武備であり、悪しきものを
防ぐのは軍備であるとして、兵士等の観閲実施を望んだ。→「夫
□絶窺覦（皇位を狙う悪だくみ）」の可能性に言及。
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お
わ
り
に

　

本
来
、
君
臣
関
係
に
お
け
る
最
上
礼
で
あ
る
拝
舞
や
朝
覲
と
い
う
行
為
や
呼
称
を
導
入
し
た
意
図
は
如
何
に
と
い
う
問
題
や
、
父
子

関
係
で
な
い
場
合
で
も
実
施
さ
れ
る
と
い
う
実
態
を
踏
ま
え
る
と
、
朝
覲
行
幸
は
「
天
皇
家
に
お
け
る
家
父
長
的
秩
序
を
明
確
化
す
る

儀
礼
」
だ
と
す
る
通
説
的
理
解
の
み
で
は
、
こ
の
行
幸
の
成
立
背
景
を
説
明
し
尽
く
せ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
主
と
し
て
政
治

的
背
景
に
着
目
し
て
、
伊
予
親
王
事
件
か
ら
薬
子
の
変
に
至
る
政
治
過
程
に
お
い
て
、
嵯
峨
天
皇
が
平
城
太
上
天
皇
と
の
わ
だ
か
ま
り

を
払
拭
し
、
親
和
的
協
調
関
係
の
構
築
を
目
指
し
つ
つ
、
融
和
的
な
関
係
を
君
臣
た
ち
に
も
知
ら
し
め
る
意
図
の
も
と
に
、
天
子
自
ら

が
朝
覲
や
拝
舞
す
る
と
い
う
行
為
を
敢
え
て
実
施
し
た
の
が
、
朝
覲
行
幸
の
そ
も
そ
も
の
始
ま
り
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
た
。

　

そ
し
て
嵯
峨
自
身
の
譲
位
時
の
行
動
は
、
統
治
権
の
総
攬
者
、
唯
一
至
高
の
地
位
と
し
て
の
天
皇
位
の
確
立
を
目
指
す
も
の
で
は
あ

る
も
の
の
、
太
上
天
皇
の
国
政
へ
の
関
与
を
完
全
に
否
定
す
る
と
は
全
く
言
明
し
て
い
な
い
点
も
留
意
し
た
い
。
実
際
、
嵯
峨
は
淳
和
・

仁
明
朝
に
お
い
て
太
上
天
皇
の
意
思
で
叙
位
を
行
う
な
ど
、
国
政
関
与
の
事
例
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
方
法
は
、「
有
二

諷
旨
一、

因
所
レ

叙
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
こ
う
い
う
こ
と
を
や
り
た
い
」
と
や
ん
わ
り
伝
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
孝
謙
や
平

城
が
行
っ
て
い
た
よ
う
な
天
皇
の
意
向
と
は
無
関
係
に
太
政
官
ル
ー
ト
を
直
接
利
用
し
て
国
政
に
意
思
表
明
す
る
の
で
は
な
く
、
天
皇

に
自
分
の
意
思
を
ほ
の
め
か
し
て
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
両
者
の
個
人
的
な
親
密
さ
が
重
要
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
嵯

峨
の
譲
位
を
機
と
し
て
、
天
皇
と
太
上
天
皇
は
居
所
を
分
か
ち
、
物
理
的
・
空
間
的
に
離
れ
た
存
在
に
な
っ
た
た
め
、
両
者
の
融
和
を

図
る
儀
礼
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
承
和
以
降
に
朝
覲
行
幸
が
年
中
行
事
化
し
た
背
景
だ
っ
た
と
考
え
る
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
、
天
皇
と
太
上
天
皇
の
親
睦
を
深
め
、
ま
た
皇
太
子
、
親
王
等
を
め
ぐ
る
皇
位
継
承
に
関
わ
る
不
穏
な
動
き
を
抑
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制
す
る
た
め
、
孝
敬
の
礼
を
導
入
し
つ
つ
天
皇
家
内
部
の
融
和
を
図
り
、
そ
れ
を
群
臣
の
前
で
実
践
し
、
加
え
て
群
臣
ら
も
参
加
し
て

和
や
か
な
雰
囲
気
を
演
出
し
、
政
治
的
緊
張
を
緩
和
す
る
こ
と
が
、
朝
覲
儀
礼
の
政
治
的
意
義
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
朝
覲
儀
礼
と
そ
の
中
核
と
な
る
拝
舞
の
実
施
は
、
平
安
前
期
特
有
の
政
治
課
題
に
即
し
て
誕
生
し
、
定
着
し
た
と

い
え
よ
う
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
摂
関
政
治
、
院
政
と
政
治
形
態
の
変
容
に
伴
い
、
朝
覲
行
幸
の
有
り
方
や
意
義
は
変
化
す
る
が
そ

の
点
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。
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